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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成28年9月15日(2016.9.15)

【公開番号】特開2016-63203(P2016-63203A)
【公開日】平成28年4月25日(2016.4.25)
【年通号数】公開・登録公報2016-025
【出願番号】特願2014-192746(P2014-192746)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/56     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   3/28     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/29     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/31     (2006.01)
   Ｂ２９Ｃ  43/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/56     　　　Ｒ
   Ｈ０５Ｋ    3/28     　　　Ｇ
   Ｈ０１Ｌ   23/30     　　　Ｒ
   Ｂ２９Ｃ   43/18     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年8月1日(2016.8.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項７】
　樹脂基材に配線が形成された回路基板（１０，１０ａ～１０ｈ）と、
　前記回路基板の一面（Ｓ１）に実装された回路素子（２１～２３）と、
　前記回路基板の前記一面に設けられており、前記回路素子を封止しているモールド樹脂
（４０）と、を有した電子装置であって、
　前記回路基板は、自身の厚み方向に貫通している基板貫通穴（１１）、及び、前記基板
貫通穴の開口面積が前記一面側の開口端から前記一面の反対面である裏面（Ｓ２）側にい
くにつれて狭くなるように傾斜した形状の基板傾斜部（１１ａ，１１ｃ，１１ｄ，１１ｅ
１，１１ｅ２，１１ｆ１～１１ｆ３，１４ａ）が形成されており、
　前記モールド樹脂は、自身の厚み方向に貫通しており、且つ、前記基板貫通穴と連通し
ているモールド貫通穴（４１）が形成されており、
　前記基板傾斜部は、前記モールド樹脂の成形時に前記モールド貫通穴を形成しつつ、前
記基板貫通穴を塞ぐ押圧部材によって変形させられた部位であり、
　前記モールド樹脂は、前記モールド貫通穴の開口面積が前記一面側の開口端から、前記
モールド樹脂における前記一面の反対面であるモールド反対面側に行くにつれて広くなる
ように傾斜した形状のモールド傾斜部（４１ａ）が形成されており、
　前記基板傾斜部と前記モールド傾斜部とは、面一となっていることを特徴とする電子装
置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１２】
　また、本発明のさらなる特徴は、
　樹脂基材に配線が形成された回路基板（１０，１０ａ～１０ｈ）と、
　回路基板の一面（Ｓ１）に実装された回路素子（２１～２３）と、
　回路基板の一面に設けられており、回路素子を封止しているモールド樹脂（４０）と、
を有した電子装置であって、
　回路基板は、自身の厚み方向に貫通している基板貫通穴（１１）、及び、基板貫通穴の
開口面積が一面側の開口端から一面の反対面である裏面（Ｓ２）側にいくにつれて狭くな
るように傾斜した形状の基板傾斜部（１１ａ，１１ｃ，１１ｄ，１１ｅ１，１１ｅ２，１
１ｆ１～１１ｆ３，１４ａ）が形成されており、
　モールド樹脂は、自身の厚み方向に貫通しており、且つ、基板貫通穴と連通しているモ
ールド貫通穴（４１）が形成されており、
　基板傾斜部は、モールド樹脂の成形時にモールド貫通穴を形成しつつ、基板貫通穴を塞
ぐ押圧部材によって変形させられた部位であり、
　モールド樹脂は、モールド貫通穴の開口面積が一面側の開口端から、モールド樹脂にお
ける一面の反対面であるモールド反対面側に行くにつれて広くなるように傾斜した形状の
モールド傾斜部（４１ａ）が形成されており、
　基板傾斜部とモールド傾斜部とは、面一となっている点にある。
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